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日 程 曜 開　議　時　刻

開 会

第 １ 日 ２ 月 １５ 日 金 午前１１時００分 本 会 議 会 議 録 署 名 議 員 の 指 名

諸 般 の 報 告

議 案 上 程

提 案 理 由 の 説 明

質 疑 ・ 討 論 ・ 採 決

閉 会

会 議  ・ 休 会 そ の 他

平成３１年第１回能登町議会２月会議 会議日程表
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開 会（午前１１時００分） 

 

開   議 

 

議長（河田信彰） 

 おはようございます。 

 本日、２月１５日は休会の日となっておりますが、議事の都合によりまして

本会議を再開させていただきます。 

 ただいまから、平成３１年第１回能登町議会２月会議を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は１３人で定足数に達しておりますので、これから本日

の会議を開きます。 

 なお、本２月会議の会議期間は、会議日程表のとおり本日１日といたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 あらかじめ本日の会議時間を延長しておきます。 

 

会議録署名議員の指名 

 

議長（河田信彰） 

 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２２条の規定によって、 

 ５番 金七祐太郎 君、 

 ６番 國盛 孝昭 君を 

指名いたします。 

 

諸般の報告 

 

議長（河田信彰） 

 日程第２、「諸般の報告」を行います。 

 地方自治法第１２１条第１項の規定により、説明のため議場に出席を求めた

者の職氏名は、お手元に配付のとおりであります。 

 次に、本日の会議に町長より別冊配付のとおり報告２件、議案４件が提出さ

れておりますので、ご了承願います。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

 

議案上程 

議案第１号～議案第４号 
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議長（河田信彰） 

 日程第３ 議案第１号「請負契約の締結について」から日程第６ 議案第４

号「請負契約の締結の変更について」までの４件を一括議題といたします。 

 

提案理由の説明 

 

議長（河田信彰） 

 町長から提案理由の説明を求めます。 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 本日ここに、平成３１年第１回能登町議会２月会議の開会に当たり、提案い

たしております議案の提案理由をご説明する前に、一言ご挨拶を申し上げます。 

 能登町の魚でもありますブリの漁獲量が大変好調で、県の水産総合センター

によりますと統計を取り始めてから２番目の漁獲量とのことであります。しか

も１０キロを超える大物の割合が５割近くにも上っており、幸先のよい話題と

なっています。 

 また、昨年の１月、２月は、大雪に見舞われ、大寒波の影響で２，０００を

超える世帯が断水となり、町民の生活に多大な影響を与えました。いのしし年

は災害が起きやすい傾向があると言われておりますが、ことしの冬は、降雪量

も少なく大変過ごしやすい日が続いております。しかしながら、これは逆に夏

場の水不足も予想されます。いずれにしても町民の皆様の生活に影響が出ない

よう安定した水供給に努めてまいりたいと思っております。 

 また、イノシシについて少しお話ししますと、能登町におけるイノシシによ

る農作物の被害地域は年々増加しています。個体数は相当な勢いでふえていて、

町内のイノシシの捕獲頭数を見ますと、２９年度は２０６頭であったものが今

年度は４月からことしの１月末までの間に既に昨年度の５倍以上に当たる１，

０６１頭が捕獲されております。今後も箱わなの設置や捕獲講習会等を開催し、

個体数の減少に努めてまいりたいと思っております。 

 それでは、本日提案いたしました議案４件につきまして、その大要をご説明

いたします。 

 議案第１号「請負契約の締結について」は、平成３０年度冷房設備対応臨時

特例交付金事業能登町立小木小学校普通教室空調設備設置工事におきまして、

去る２月６日、制限つき一般競争入札（事後審査型）を行いましたところ、５，

２４８万８，０００円で能登町字宇出津の株式会社三宅配管が落札いたしまし
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たので、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求めるも

のであります。 

 次に、議案第２号「請負契約の締結について」は、平成３０年度３０災－４

０６号町道越坂明野１号線道路災害復旧工事におきまして、去る２月６日、指

名競争入札を行いましたところ、６，６７４万４，０００円で能登町字松波の

株式会社西中建設が落札いたしましたので、地方自治法第９６条第１項第５号

の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 次に、議案第３号「請負契約の締結の変更について」は、平成３０年第８回

能登町議会１０月会議において議決された議決第１０２号 平成３０年度柳田

山村開発センターエレベーター棟増築工事（建築）に係る請負契約において工

事請負金額に変更が生じたため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決を求めるものであります。 

 本件については、エレベーター棟の基礎工事に着手したところ、地中より埋

設物が出現し、当初予定していた地盤改良の施工が困難となったことから、コ

ンクリート基礎に工法を変更するため増額が必要となり、契約金額９，８２８

万円から２８０万８，０００円を増額し、契約金額を１億１０８万８，０００

円に改めるものであります。 

 次に、議案第４号「請負契約の締結の変更について」は、平成３０年第６回

能登町議会８月会議において議決された議決第７３号 平成２９年度放送ネッ

トワーク整備支援事業（ケーブルテレビネットワーク光化促進事業）及び平成

３０年度情報通信基盤整備推進事業能登町有線テレビネットワーク施設（柳田

地区）再整備工事）に係る請負契約において工事請負金額に変更が生じたため、

地方自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求めるものであり

ます。 

 本件については、再整備工事により、現在の通信容量では通信回線容量が不

足することが判明したため、通信機器を増設するものであります。また、伝送

路が確定したことによるセンター光送信機器の数量が不足することから、関係

機器の増設を行うために増額が必要となり、契約金額３億４，０２０万円から

２，５８９万８４０円を増額し、契約金額を３億６，６０９万８４０円に改め

るものであります。 

 以上、本２月会議に提出いたしました議案等につき、その大要をご説明申し

上げましたが、議員各位におかれましては、慎重なるご審議をいただきまして

適切なるご決議を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わ

らせていただきます。 

 どうかよろしくお願い申し上げます。 
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議長（河田信彰） 

 以上で提案理由の説明が終わりました。 

 

質   疑 

 

議長（河田信彰） 

 ただいま議題となりました議案第１号から議案第４号までの４件の審議方法

についてお諮りします。 

 議案第１号から議案第４号までの４件の審議方法は、全体審議といたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（河田信彰） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１号から議案第４号までの４件は、全体審議とすること

に決定しました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １４番 鍛治谷眞一君。 

 

１４番（鍛治谷眞一） 

 全員協議会で全部解決できればよかったんですが、改めて、ちょっとわから

ないもので教えてください。質問いたします。 

 議案第３号についてですが、山村開発センターのところで、地質をちゃんと

知ろうとしたときに、たまたま既存の浄化槽のフーチングが残っていたと。そ

のために増額せざるを得なくなったということで、コンクリート基礎の工法に

変えるということでの２８０万８，０００円の増額になったわけなんですが、

私は大変不思議なのは、山村開発センターのような建物の配管図面とかそうい

うものはなかったのでしょうか。普通は保存図面がなければいけないし、山村

開発センターのトイレは何度か改修しております。そういうものは先にわかる

べき事柄でなかったかなということと、それから、まとめてそのまま言います

と、今のフーチングの上に乗っかっていくような、フーチングは残していくの

かなということの確認と、それから、以後こういう図面は保存図面として残す

べきであるということの提案等をしてみたいと思います。 
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議長（河田信彰） 

 総務課長 赤阪浩幸君。 

 

総務課長（赤阪浩幸） 

 それでは、鍛治谷議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 柳田山村開発センターにつきましては、昭和４９年に建築した建物でござい

ます。今回増築工事を進めるに当たって、既存建物の図面等につきましても確

認しておりましたが、何分古い建物でございまして、浄化槽位置まで確認でき

る図面がなかったということで、今回、基礎工事に着手したところ判明したと

いうものであります。 

 以上であります。 

 

議長（河田信彰） 

 １４番 鍛治谷眞一君。 

 

１４番（鍛治谷眞一） 

 昭和４９年当時のことを責めるのは酷なんですが、やはり公共の建造物であ

る以上は配管もしくは電気配線図面等々についても建築図面と同様に保存図面

としてしっかり残してほしいと。そして、次に何かがあったときにはこれで対

応するという体制をしっかり持ってほしいと思います。 

 終わります。 

 

議長（河田信彰） 

 ほかにありませんか。 

 ４番 田端雄市君。 

 

４番（田端雄市） 

 議案第１号の入札についてお聞きしたいと思います。 

 小木小学校の空調設備の工事の件ですけれども、何度か私もこの空調設備に

つきましては、夏の暑いのに対応するということなので夏までに努力してつけ

てほしいということを要望いたしました。これの工期はいつまでになって出さ

れたんですか。 

 

休   憩 

 

議長（河田信彰） 
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 暫時休憩いたします。（午前１１時１５分） 

 

再   開 

 

議長（河田信彰） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。（午前１１時１６分再開） 

 教育委員会事務局 兄後修一君。 

 

事務局長教育長（兄後修一） 

 それでは、田端議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 入札の公告の完成期日につきましては、平成３１年３月２９日の工期として

発注させていただいておりますが、確認しましたところ仮契約ということで、

監理課のほうも３月２９日の仮契約を結んでいるということで確認しましたの

で、ご報告させていただきます。 

 

議長（河田信彰） 

 ４番 田端雄市君。 

 

４番（田端雄市） 

 確認します。３月２９日に完成して、引き渡しがあるということですか。 

 

議長（河田信彰） 

 教育委員会事務局 兄後修一君。 

 

事務局長教育長（兄後修一） 

 田端議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 あくまでも仮契約ということで締結しておりますが、今後、本議会において

了承いただければ本契約にかえさせていただいて、契約している業者と確認し

まして、完成期日を守れるかどうかを確認しようと思いますが、通常に考えま

して、やはり年度内の完成は厳しいと思っております。議員がおっしゃるよう

に、暑くなる前に完成するべく、機材、それから担当する工事会社と協議をし

まして早い完成を目指したいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思

います。 

 今の想定で考えております完成期日については、５月中あるいは６月の暑く

なる前に完成させるべく協議をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 
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 以上です。 

 

議長（河田信彰） 

 ４番 田端雄市君。 

 

４番（田端雄市） 

 今ほどの話ですと、年度内にまずやりたいということが第一。それから引き

続いての松波、それから……。松波とどこやったけ。もう一つあるんじゃなか

ったけ。については、今言われたとおり５月、６月ぐらいに終わらせたいとい

うことやね。一応希望としたら。 

 という話なので、そのまま受け取りますと、この間、私が質問したときには

かなり厳しい話を言われていましたので、そういう形で進むんだったらこれは

本当にありがたい話だと。こういうふうにして答弁しますので、その期日をな

るべく遵守できるように進めていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

議長（河田信彰） 

 ほかにありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（河田信彰） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 

討   論 

 

議長（河田信彰） 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（河田信彰） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 
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採   決 

 

議長（河田信彰） 

 これから採決を行います。 

 お諮りします。 

 議案第１号「請負契約の締結について」及び議案第２号「請負契約の締結に

ついて」の２件は、原案のとおり決定することに賛成する諸君の起立を求めま

す。 

 

（賛成者起立） 

 

議長（河田信彰） 

 ありがとうございます。起立全員であります。 

 したがって、議案第１号及び議案第２号の２件は、原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第３号「請負契約の締結の変更について」及び議案第４号「請負

契約の締結の変更について」の２件は、原案のとおり決定することに賛成する

諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

議長（河田信彰） 

 ありがとうございます。起立全員であります。 

 したがって、議案第３号及び議案第４号の２件は、原案のとおり可決されま

した。 

 

議長（河田信彰） 

 以上で、本２月会議に付議されました議件は全部終了しました。 

 

閉会の挨拶 

 

議長（河田信彰） 

 町長から発言を求められておりますので、これを許します。 

 町長 持木一茂君。 
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町長（持木一茂） 

 平成３１年第１回能登町議会２月会議を閉会されるに当たり、一言ご挨拶申

し上げます。 

 議員の皆様には、今回提出いたしました議案４件に対し、慎重なるご審議を

賜り、いずれも原案どおり可決をいただきましたことを厚くお礼申し上げます。

今回議決をいただきました各工事につきましては、完了に向けて、発注者の立

場からしっかりと監督し、監理をしていきたいと思います。 

 さて、ことしの冬は、例年に比べ降雪量も少なく過ごしやすい日々が続いて

おります。今月４日の立春には、金沢地方気象台より春一番が吹いたとの発表

もあり、日増しに暖かい日差しを感じられるようになってまいりました。 

 そのような中、昨年１１月から豊漁の寒ブリが２月に入っても好調で、１月

２０日に開催された「宇出津港のと寒ぶりまつり」では、雨が降るあいにくの

天気にもかかわらず県内外から多くの方に来ていただき、各ブースには長い列

ができるなど、大変にぎわっておりました。 

 また、先日、安倍首相の施政方針演説の中で、地方創生における観光立国の

好事例として春蘭の里が取り上げられました。今月２日には、観光庁長官が直

接、春蘭の里を視察に来られ、体験内容や修学旅行生誘致の取り組みなどを見

ていかれました。 

 また、ことし完成の能登町海洋教育研究施設、さらには建設中であります「の

と九十九湾観光交流センター」なども含めて、観光、交流の拠点施設として多

くの人が当町に訪れていただくことと期待するものであります。 

 最後に、ことしはインフルエンザが流行しており、全国各地で注意報や警報

が出されるなど、患者数は過去最多とも言われております。当町でも学級閉鎖

などの影響が出ており、大分おさまってきたとはいえ、今後、子供たちにとり

ましては、高校、大学の受験や卒業式など大事な行事が控えておりますので、

家族や周囲の皆さんにも感染防止対策を徹底していただき、体調管理には十分

にご注意願いたいと思います。 

 今後とも能登町発展のため議員各位のご理解とご協力をお願い申し上げまし

て、閉会のご挨拶といたします。 

 本日は、ありがとうございました。 

 

散   会 

 

議長（河田信彰） 

 ここで確認のため申し上げます。 

 さきの定例会議の休会決議で、あす２月１６日から３月定例会議の定例日の
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前日であります３月５日までの間は休会とすることに決定しておりますことを

ご承知願って、本日は、これをもちまして散会いたします。 

 皆さん、ご苦労さまでした。 

 

                       散 会（午前１１時２５分） 

 

 上記、会議の経過を記載し相違ないことを証するため、個々に署名する。 

 

平成３１年２月１５日 

 

                  能登町議会議長  河 田 信 彰 

 

 

                  会議録署名議員  金 七 祐太郎 

 

 

                  会議録署名議員  國 盛 孝 昭 

 


